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　　　　遊びに来た小学生の孫がゲームをしたいと

　　　言うので、私のスマートフォンを貸しました。

後日、利用明細を見ると、高額な請求になって驚き

ました。孫に確かめると、無断でオンラインゲーム

の課金をしたことが分かりました。孫が勝手に課金

した場合でも支払うしかないのでしょうか？

　　　　今は、スマホで簡単にオンラインゲームが

　　　できます。ゲーム自体は無料でも、課金する

ことでアイテムなどの購入ができます。課金すると

きは、年齢や親の同意を得ているかを確認する画面

が表示されます。未成年者が親などの同意を得ずに

行った契約は取り消しが可能な場合がありますが、

ゲーム内で年齢を成年と偽って登録していると契約

を取り消すことが難しくなります。子どもにスマホ

を使わせる場合は、端末に登録してあるカード情報

やキャリア決済のパスワードの管理に十分注意して

ください。もし、思いがけず課金されてしまったよ

うな場合は、ゲームアプリ自体は消さずに総合相談

室へご相談いただくようお願いします。

　夏休みになると、ゲームを利用する機会が増える

と思います。家庭内でルールを話し合っておきまし

ょう。

孫にスマホを貸しただけなのに
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■問い合わせ＝市在宅医療介護連携拠点（市地域包括支援センター内・☎ 34-2906）

第 53回　地域包括支援センターころもがわ

　当センターは「地域のみなさまと共に」をモ

ットーに、２人の職員が地域の皆さんの生活の

悩みや介護に関する相談を受けています。

　人口が少ない衣川では、地域の人と人を結ぶ

活動も貴重な資源となっています。安心して住

み続けられる地域づくりのために、共に手を取

り活動していきたいと考えていますので、気軽

にお声掛けください。

地域包括支援センターころもがわ

担当地区 衣川全域

住 所 衣川古戸45（特別養護老人ホーム羽衣荘内）

電話番号 52-3810

開 所 日 月～金（土・日・祝・年末年始休み）

開所時間 午前８時半～午後５時半

高齢者に関する

ワンストップ総合相談窓口

市内８カ所の地域包括支援

センターを紹介します！

（８/８カ所目）

☘当センターは月～金午前９時～午後２時に開放し

ています。火曜日は隔週で「ポケット広場」、毎週金

曜日は「だっこ広場」を開催し、季節の遊びや絵本の

読み聞かせなどを行っています。

　今回紹介するのは、７月に行われた「おしゃべりサ

ロン」と「夏祭り会」の様子。皆さんもぜひ遊びに来

てくださいね。

あゆみ園子育て支援センター　☎ 52-3131

（衣川古戸 72-1）

＼参加しました／

千葉 達喜 ちゃん  （１歳５カ月）

水風船釣りに挑戦。 夏祭りの

雰囲気を楽しみました！

[Vol.142]  大切にしよう！　子どもの権利
 　　　　　～子どもがキラリと輝くまちをめざして～

　市では、全ての子どもが、自分の持てる力を発揮し

て、生き生きと自分の可能性を追求し、幸せな人生を

送ることができるようにするため、平成24年４月に「市

子どもの権利に関する条例」を制定しました。

　この条例に基づき、子どもの権利を保障し、支援す

るまちづくりに取り組んでいきます。

■子どもの権利とは

　子どもが健やかに成長するために欠かすことのでき

ない権利で、大きく五つに分けています。

　❶安全に安心して生きる権利

　❷のびのびとこころ豊かに育つ権利

　❸自分を守り、自分が守られる

　　権利

　❹意見を述べ参加する権利

　❺適切な支援を受ける権利

　本年度、市内の小中高生には子どもの権利条例の

カードを配布します。

　子どもが自ら考え行動する力を、全ての大人が意

識して支援することが大切です。

■問い合わせ

　本庁こども家庭課家庭福祉係（☎ 34-1585）

▶ わぁ～！赤ちゃん大集合！

▶ お母さん方の話に助産師さんが耳を傾けてくれ　
　 ました
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